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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成20年12月25日(2008.12.25)

【公開番号】特開2005-205184(P2005-205184A)
【公開日】平成17年8月4日(2005.8.4)
【年通号数】公開・登録公報2005-030
【出願番号】特願2004-349139(P2004-349139)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｂ   1/04     (2006.01)
   Ａ６１Ｂ   1/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｂ  19/00     (2006.01)
   Ｇ０６Ｔ   1/00     (2006.01)
   Ｇ０６Ｔ   3/00     (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   7/18     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｂ   1/04    ３７０　
   Ａ６１Ｂ   1/00    ３００Ｚ
   Ａ６１Ｂ  19/00    ５０１　
   Ｇ０６Ｔ   1/00    ２９０Ｂ
   Ｇ０６Ｔ   3/00    ３００　
   Ｈ０４Ｎ   7/18    　　　Ｍ

【手続補正書】
【提出日】平成20年11月7日(2008.11.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体の内部構造を光学系を介して撮像素子上に結像させて撮影する内視鏡装置と、
　該内視鏡装置を前記被検体に対して固定可能に保持する保持装置と、
　前記内視鏡装置により撮影された前記被検体の所定部位の内視鏡画像に、断層診断装置
により得られた断層画像に基づいて生成された前記所定部位の透視画像を重畳する画像合
成手段と、
　該画像合成手段により合成された画像を表示する表示手段と、
  前記内視鏡装置の光学系による結像位置と前記撮像素子の位置とを前記光学系の光軸に
対して垂直な面内で相対的にシフトさせる第１のシフト手段と、
　該第１のシフト手段によるシフトに伴う前記内視鏡画像の撮影範囲の変化に対応させて
前記透視画像の表示範囲をシフトさせる第２のシフト手段とを備え、
　前記第１のシフト手段によるシフト後の内視鏡画像と前記第２のシフト手段によるシフ
ト後の透視画像とを前記画像合成手段により合成して前記表示手段に表示させることを特
徴とする診断支援装置。
【請求項２】
　前記断層診断装置は、ＣＴ装置、またはＭＲＩ装置であることを特徴とする請求項１に
記載の診断支援装置。
【請求項３】
　前記第１のシフト手段は、前記内視鏡装置の光学系に含まれるペシャンプリズムと、該
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ペシャンプリズムを光軸に垂直な面内で二次元的に移動させるプリズム移動機構とを備え
ることを特徴とする請求項１または２に記載の診断支援装置。
【請求項４】
　前記内視鏡装置は、被検体の像を形成する対物光学系と、該対物光学系により形成され
る被検体の像の所定範囲を再結像させる第１再結像光学系と、該第１再結像光学系により
形成される像を撮影する第１撮像素子と、前記対物光学系により形成される像の前記所定
範囲の一部を拡大して再結像させる第２再結像光学系と、該第２再結像光学系により形成
される像を撮影する第２撮像素子とを備え、
　前記画像合成手段は、前記第１撮像素子により撮影された第１の内視鏡画像とこれに対
応する範囲の前記透視画像とを合成して第１の合成画像を生成すると共に、前記第２撮像
素子により撮影された第２の内視鏡画像とこれに対応する範囲の前記透視画像とを合成し
て第２の合成画像を生成し、
　前記第１のシフト手段は、前記第２撮影光学系による結像位置と前記第２撮像素子の位
置とを相対的にシフトさせ、
　前記第２のシフト手段は、前記第２の合成画像を構成する透視画像の表示範囲をシフト
させ、
　前記表示手段は、前記第１の合成画像を表示する第１の表示装置と、前記第２の合成画
像を表示する第２の表示装置とを含むことを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の
診断支援装置。
【請求項５】
　第１撮影光学系と、前記第１撮影光学系を介して所定範囲の視野の像を撮像して第１画
像信号を出力する第１撮像デバイスと、少なくとも一枚のレンズを含み、前記所定範囲の
視野中の少なくとも一部の像を形成する第２撮影光学系と、前記第２撮影光学系を介して
、前記像を撮像して第２画像信号を出力する第２撮像デバイスと、前記第２撮影光学系中
のレンズの光軸と前記第２撮像デバイスとを相対的にシフトさせることによって、前記第
２撮影光学系を介して前記第２撮像デバイスによる撮像範囲を、前記所定範囲の視野内で
移動させるシフト装置とを有し、前記シフト装置によってシフトされた前記レンズの光軸
と前記第２撮像デバイスとのシフト量を第３の座標値として出力する内視鏡装置と、
　前記内視鏡設置時に前記内視鏡装置の基準位置を第１の座標値、透視画像の基準位置を
第２の座標値として測定する位置測定装置と、
　前記第１の座標値と前記第２の座標値に基づいて第１画像信号に透視画像を合成し、前
記第１の座標値と前記第2の座標値と第３の座標値に基づいて第２画像信号に透視画像を
合成する画像合成装置と、
　当該画像合成装置から出力された前記第１の画像信号を表示する第1の表示装置と、
　第２の画像信号を表示する、第２の表示装置を
備えることを特徴とする診断支援装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　なお、硬性内視鏡１０ａの対物光学系は、その対物レンズ群１１が広角な視野を有する
とともに、対物レンズ群１１による像を各リレーレンズ１２でリレーする構成となってい
るために、大きな像面湾曲を持つ。そのため、上述したようにペシャンプリズム２４をＸ
Ｙ面内で移動させることによって、対物光学系によって形成される像の像面を第２再結像
レンズ２６の視野に対してＸＹ方向にシフトさせた場合、第２ＣＣＤカメラ３０の撮像面
と共役な点に対して像が光軸Bx方向に移動する。これにより、第２ＣＣＤカメラ３０の映
像には多少ピンぼけが生じることがある。そこで、対物光学系の光軸Axの第２再結像レン
ズ２６の光軸Bxに対するシフト量に応じて、図示せぬフォーカシング制御回路が、移動機
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構２７と同期して上記フォーカシングアクチュエータを駆動する。これにより、対物光学
系の像面と、第２再結像レンズ２６に関して撮像面と等価な面とを一致させ、ピントを合
わせることができる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３５】
　内視鏡装置１０を保持する内視鏡保持装置５０は、図６に示されるように、複数のリン
ク５１、関節５２、固定部５３によりアーム状に構成される。内視鏡保持装置５０は、内
視鏡装置１０との図示せぬ接続部を持ち、内視鏡装置１０の脱着が可能である。また、内
視鏡保持装置５０は、固定部５３により手術室のベッド等へ固定が可能である。内視鏡装
置１０を取り付けた保持装置５０をベッドに固定した後、所望の位置に内視鏡を移動させ
て配置する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４３】
　第１インターフェース回路８０ｃは、第１ＣＣＤカメラ４０からの画像信号の受信を司
る。第２インターフェース回路８０ｄは、第１モニタ２への画像信号の送信を司る。第１
Ｉ／Ｏポート８０ｅは、ＣＰＵ８０ａからの命令に従って、Ｘステージ及びＹステージの
移動量（すなわち、光軸Axのシフト量）を示す情報（Ｘステージ移動量情報，Ｙステージ
移動量情報）を移動機構２７から受信する。第２Ｉ／Ｏポート８０ｆは、ＣＰＵ８０ａか
らの命令に従って、位置検出器２９からのズーム位置情報を受信する。第３のＩ／Ｏポー
ト８０ｊは、ＣＰＵ８０ａからの命令に従って、位置検出装置７０から内視鏡装置１０、
及び透視画像基準位置マーカー９０の位置情報を受信する。第４のＩ／Ｏポート８０ｋは
、ＣＰＵ８０ａからの命令に従って、断層診断装置１００から３次元画像情報を受信する
。第３インターフェース回路８０ｈは、第２ＣＣＤカメラ３０からの画像信号の受信を司
る。第４インターフェース回路８０ｉは、第２モニタ３への画像信号の送信を司る。
【手続補正５】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図６
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図６】

【手続補正６】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図９
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図９】
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